
５　地域住民組織等に関するもの

担当課 名　称 概　要 助成・補助金額等 対象者
所得
制限

補助金等に関して公
表している市のウエ
ブサイト・アドレス

根拠法令･要綱等

企画政策課 コミュニティ
助成事業（一
般コミュニ
ティ助成）

住民が自主的に行うコミュニティ活動の
促進を図り、地域の連帯感に基づく自治
意識を盛り上げることを目指すもので、
コミュニティ活動に直接必要な設備の整
備に関する事業を助成するもの。
採択団体は、自治総合センターが決定す
る。

助成金：100万円～250万円
整備事例：エアコン、音響設備、会議
用机、椅子、祭礼用太鼓、プロジェク
ター等のコミュニティ活動備品等の整
備など

市が認めるコミュニティ組織。
コミュニティ組織とは、市がコミュ
ニティ活動を行っていると認める自
治会、町内会等の地域に密着した団
体です。地域に密着した団体であっ
ても、専ら趣味や芸術等に限定した
活動団体は除かれます。

無 コミュニティ助成
事業実施要綱（一
般社団法人自治総
合センター）

企画政策課 富山県まちづ
くり総合支援
事業補助金

市町村や、まちづくりに取り組む自治
会、地域団体、ＮＰＯ法人、まちづくり
会社、その他知事が認める団体が実施す
る、自主性、主体性を発揮して、まちづ
くりの総合的な整備を図るための先導的
な事業を支援するため、補助金を交付す
るもの。

助成金：500万円～2,000万円
整備事例：砺波チューリップ公園　遊
具整備工事、剪定枝リサイクル処理業
務など

市町村や、まちづくりに取り組む自
治会、地域団体、ＮＰＯ法人、まち
づくり会社、その他知事が認める団
体

無 富山県まちづくり
総合支援事業費補
助金交付要綱

(1)移住・定住・交流推進支援事業
市等が実施する、移住・定住・交流を推
進する事業

(1)助成の対象となる経費の100％以内
（上限200万円）

https://www.jcrd
.jp/support/subs
idy/emigration/

(1)移住・定住・交
流推進支援事業実
施要綱

(2)地方創生に向けて“がんばる地域”
応援事業
「地方創生」に向けて、市又は地域団体
等が自主的・主体的に実施する、自治
体・地域・集落の消滅可能性の危機打開
等に向けた事業

(2)助成の対象となる経費の100％以内
（助成金の上限は以下のとおり）
ア　地方創生人材育成伴走型支援事業　　
150万円
イ　地域経済循環分析事業200万円
ウ　一般事業150万円

https://www.jcrd
.jp/support/subs
idy/support/

(2)地方創生に向け
て“がんばる地
域”応援事業 
実施要綱

(3)地方創生アドバイザー事業
適切な助言を行う各分野の専門家等を招
いて市等が実施する、自主的、主体的、
継続的な地域づくり事業

(3)１件につき上限20万円 https://www.jcrd
.jp/support/subs
idy/chihousousei
/

(3)地方創生アドバ
イザー事業実施要
綱

企画政策課 過疎地域持続
的発展支援交
付金事業

過疎地域における地域人材の育成、ＩＣ
Ｔ等技術の活用等による地域課題に対応
するためのソフト事業を行う過疎地域持
続的発展支援事業過疎地域の集落再編を
図るための過疎地域集落再編整備事業、
過疎地域にある遊休施設を再活用して地
域間交流及び地域振興を図るための施設
の整備を行う過疎地域遊休施設再整備事
業及び実施要綱に基づく過疎地域等集落
ネットワーク圏形
成支援事業（について、その経費
の全部又は一部を補助することにより、
過疎地域の持続的発展を支援する

助成金：上限2000万円 集落ネットワーク圏を支える中心的
な組織（地域運営組織等）

無 過疎地域持続的発
展支援交付金交付
要綱

企画政策課 まちづくり協
働事業補助金

市民と行政による活力あるまちづくりの
推進を図ることを目的とし、地域の課題
や目標達成のために、市民と市が協働し
て行う事業に対し助成するもの。
実施事業は、公募したのち審査会での審
査を経て決定する。

30万円を限度に交付
(ただし、同一団体が同一事業で翌年度
以後も補助金の交付を受けるときは、2
回を限度とし、2回目からは15万円を限
度に交付)

原則として、市内で社会貢献的活動
を行う、ボランティア団体、ＮＰＯ
法人、自治会・町内会、地域産業組
織、企業等で5人以上で構成する団体

無 砺波市まちづくり
協働事業実施要綱

市民生活課 環境にやさし
い防犯灯LED
化推進事業補
助金

地球温暖化の防止に向けた省エネルギー
を推進するとともに、地球環境保全意識
の醸成と維持管理費の軽減を図るため、
自治会等が所有する防犯灯のＬＥＤ化等
に要する経費に対し、補助金を交付する
もの。

照明器具一式費用、取替費用、撤去費
用の1/2（100円未満切捨）
(1)１灯につき上限1万円
(2)撤去費用は１灯につき上限2千円
天災により損傷した照明器具の修繕に
係る費用の1/3（100円未満切捨）
(1)１灯につき上限7千円

LED防犯灯を設置する自治会等で次の
いずれかに該当する者
(1)既設非ＬＥＤ防犯灯について廃止
するとともに、当該廃止場所とは異
なる場所に新たにＬＥＤ防犯灯を設
置する者
(2)既設非ＬＥＤ防犯灯をＬＥＤ防犯
灯に更新する者
(3)既設非ＬＥＤ防犯灯を廃止する者
(4)天災により損傷したＬＥＤ防犯灯
(設置後又は更新後３年以内)を修繕
する者

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/se
rvice/2244p/

砺波市環境にやさ
しい防犯灯LED化推
進事業補助金交付
要綱

市民生活課 ごみ集積ス
テーション衛
生設備改善補
助金

ごみ収集の合理化と市民生活の環境整備
を図るため、ごみ集積ステーションの設
備改善を行う経費に対し、補助金を交付
するもの。

ごみ集積ステーションの設備改善経費
の30％以内。
限度額　15万円

地区自治振興会、自治会又は町内会 無 砺波市ごみ集積ス
テーション衛生設
備改善補助金交付
要綱

市民生活課 有価物集団回
収奨励金

ごみの減量化と資源の有効利用及び清掃
思想の普及向上を図ることを目的とする
有価物集団回収事業を実施する団体に対
して奨励金を交付するもの。

売却した有価物の重量1キログラムにつ
き、次に掲げる額を乗じた額
(1)集団回収実施売却回数
　 年3回未満　1円
(2)集団回収実施売却回数
　 年3回以上　2円

(1)公益的な目的を達成するために組
織された市内の公共的団体であるこ
と。
(2)有価物の集団回収を年2回以上行
い、その都度回収業者に売却してい
るものであること。

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/se
rvice/2055p/

砺波市有価物集団
回収奨励金交付要
綱

農地林務課 散居景観保全
事業補助金

散居景観を保全するため、屋敷林の枝打
ちや育成等に要する経費に対し、補助金
を交付するもの。

(1)屋敷林の維持・管理(枝打ち、間伐
等に要する費用)　事業費の1/2（交付
上限額20万円/戸当たり）
(2)屋敷林の育成（苗木の植樹、育成方
法に関する研修会等に要する費用)　事
業費の1/2（交付上限額15万円/年・地
区あたり）
(3)散居景観の保全・創造（散居に関す
る学習会、都市住民との交流会等に要
する費用）　事業費の1/2（交付上限額
15万円/年・地区あたり）

次の内容による「地域づくり協定」
を結んだ地区は支援を受けることが
できます。
(1)地区内に屋敷林があること。
(2)散居景観の保全、育成及び維持管
理について定めがあること。
(3)自治会、常会などまとまりのある
地区を単位として、2/3以上の戸数ま
たは20戸以上の参加があること。
(4)協定の有効期限が5年以上である
こと。
※一部支援の対象とならない地域が
あります。

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/in
fo/45902p/

砺波市散居景観保
全事業補助金交付
要綱

企画政策課 地域活性化セ
ンター助成事
業

市町村、広域連合、一部事務組合及
び地方自治法の規定に基づき設置さ
れた協議会

無

https://www.jcrd.jp/support/subsidy/emigration/
https://www.jcrd.jp/support/subsidy/support/
https://www.jcrd.jp/support/subsidy/chihousousei/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2244p/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2055p/
https://www.city.tonami.lg.jp/info/45902p/


担当課 名　称 概　要 助成・補助金額等 対象者
所得
制限

補助金等に関して公
表している市のウエ
ブサイト・アドレス

根拠法令･要綱等

農地林務課 農地・農業用
施設小規模災
害復旧支援金

豪雨、暴風、洪水、地震その他の異状な
天然現象により生じた災害により農地及
び農業用施設等が被災したが、国又は富
山県の災害復旧事業に該当しないもの
（復旧事業費が４０万円未満）につい
て、迅速な復旧及び被災者の負担を軽減
する目的で支援金を交付するもの。

支援概要
（１）復旧事業費が７万円以上１５万
円未満 １箇所につき５万円
（２）復旧事業費が１５万円以上４０
万円未満 １箇所につき１０万円

個人又は共助により復旧したものを
対象

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/in
fo/62359p/

砺波市農地・農業
用施設小規模災害
復旧支援金交付要
綱

土木課 地域除排雪施
設等整備事業
補助金

地域の除排雪活動等を強化促進する目的
をもって地域住民組織が行う事業に対
し、補助金を交付するもの。

(1)地区除雪機械格納庫整備事業
   当該事業費の2/3以内(補助限度額
400万円)
(2)除排雪機械整備事業　
　 当該事業費の1/2以内(補助限度額
600万円(歩道除雪機械を整備する場合
は250万円))
(3)消雪装置整備事業 
 　当該事業費の1/4以内(補助限度額
300万円)
(4)流雪溝整備事業　
　 当該事業費の1/4以内(補助限度額　
300万円)
(5)共同駐車場整備事業
 　当該事業費の1/4以内(補助限度額　
100万円)
(6)除雪オペレーター育成事業(車両系
建設機械)
 　当該事業費の2/3以内(補助限度額
2万5千円)
(7)除雪オペレーター育成事業(大型特
殊自動車免許)
 　当該事業費の1/2以内(補助限度額
5万円)

「地域住民組織」地区自治振興会及
び町内会等

無 砺波市地域除排雪
施設等整備事業補
助金交付要綱

土木課 道水路等維持
修繕事業原材
料費等助成

地域住民において市が管理する道水路等
の維持修繕を実施する場合の原材料費、
建設機械等の借上料及び損害保険料を交
付するもの。

事業に要した経費に対し、30万円を限
度に交付
　ただし、建設機械等の借り上げ及び
損害保険に擁する費用の合計額は、原
材料費の購入額の1/2の額を上限とする

市内に住所を有する者で組織する団
体

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/se
rvice/2138p/

砺波市道水路等維
持修繕事業原材料
費等交付要綱

都市整備課 景観まちづく
り事業費補助
金（散居景観
モデル事業）

良好な景観を保全し、又は創出するた
め、砺波市景観まちづくり条例に基づ
き、景観まちづくりを推進するための事
業を行う景観まちづくり組織、景観まち
づくりに関する協定を認定した団体等が
行う景観まちづくり事業に対し、補助金
を交付するもの。

(1)散居景観モデル地域の指定に向けた
活動
補助対象経費の10/10（ただし、5万円
を補助の限度額とし、1地域につき1回
の補助を限度とする）
(2)協定の運営
補助対象経費の10/10（ただし、年間10
万円を補助の限度額とする) 
(3)樹木の管理等
補助対象経費の10/10（ただし、1万円
に協定を締結している住居の戸数を乗
じて得た額を年間の補助の限度額とす
る）
(4)景観重要建造物の管理等
家屋（母屋）の固定資産税額に相当す
る額
(5)景観重要建造物の外観改修
補助対象経費の1/2（ただし、100万円
を補助の限度額とする）
(6)周辺景観との調和を目的とした建物
の外観改修
補助対象経費の1/2（ただし、50万円を
補助の限度額とする）

(1)=自治会組織等
(2)～(4)=散居景観モデル地域の指定
を受けた自治会組織等
(5)～(6)=当該改修を行う建物の所有
者等（散居景観モデル地域指定を受
けた組織で協定の締結をしている者
に限る。）ただし、補助事業者に市
税等の滞納がある場合は、補助金の
交付をしないものとする。

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/in
fo/35102p/

砺波市景観まちづ
くり事業費補助金
交付要綱

こども課 児童遊具整備
等補助金

市内の町内会、自治会等が行う児童遊園
地、児童遊戯施設等の遊具の設備整備及
び修繕に要する経費に対し、補助金を交
付するもの。

補助金の額は、設備整備及び修繕に要
する経費の1/2以内の額とする。
(ただし、1品目につき6万3千円を限度
とする。)

補助対象とする児童遊具は、ブラン
コ、滑り台その他市長が認める遊具
とし、毎年度2品目を限度とする。
(市内の町内会、自治会等が対象)

無 砺波市児童遊具整
備等補助金交付要
綱

こども課 こども食堂応
援事業費補助
金

こども食堂事業を実施する団体に対し、
事業の立ち上げ及び初期の運営等に要す
る経費や立ち上げ初年度の運営に必要な
経費、また、新たに実施する「特色ある
取組」に必要な経費に対し補助金を交付
するもの。

補助対象経費の支出額から寄付金、そ
の他収入額を控除した額と補助基準額
と比較した少ない方の額とする。
（１）立ち上げ経費支援
　　　１か所あたり20万円
（２）立ち上げ初年度の運営費支援
　　　１か所あたり6万円
（３）新たに実施する「特色ある取
組」
　　　１か所あたり6万円（ただし、同
一内容の３年目は３万円）

（１）町内会等の地域住民団体
（２）ボランティア活動またはＮＰ
Ｏ活動を行う組織または団体
（３）その他市長が適当と認める団
体

無 https://www.city.t
onami.lg.jp/info/5
2771p/

砺波市こども食堂
応援事業費補助金
交付要綱

生涯学習・ス
ポーツ課

三世代交流ふ
れあい事業補
助金（三世
代同居推進
事業）

昔ながらの遊びや郷土料理等の伝承、ス
ポーツやレクリエーション等を通して三
世代交流を推進することを目的に、市内
の自治会（常会又は町内会）その他の各
種団体が実施する事業に要する経費に補
助金を交付するもの。　　　　　　　　　　　　　

補助率　１０／１０
補助限度額　２万円
（ただし、食糧費については、補助対
象外とする。）

市内の自治会（常会又は町内会）や
婦人会、児童クラブ、老人クラブな
どの市民で組織し活動している団体　　　　　　　　　　　　　　　

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/in
fo/4230p/

砺波市三世代交流
ふれあい事業補助
金交付要綱

https://www.city.tonami.lg.jp/info/62359p/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2138p/
https://www.city.tonami.lg.jp/info/35102p/
https://www.city.tonami.lg.jp/info/52771p/
https://www.city.tonami.lg.jp/info/4230p/
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生涯学習・ス
ポーツ課

地区公民館分
館及び社会教
育活動施設建
設補助金

市民の地域活動の拠点となる砺波市地区
公民館分館及び社会教育活動施設の建設
に対して補助金を交付するもの。

(1)地区公民館分館を新築又は全部を改
築する場合　150万円を限度　　　　　　　
(2)地区公民館分館を増築、一部を改築
又は改修する場合(地区公民館分館を新
築又は全部を改築したときから10年が
経過していない場合及び増築、一部を
改築又は改修に要した工事費が100万円
に満たないものを除く) 工事費の10％
以内の額100万円を限度
(3)地区公民館分館を耐震診断する場合
（昭和56年5月31日以前に建築された地
区公民館分館に係る耐震診断であるこ
と）　耐震診断に要する費用の3分の2
以内の額5万円を限度
(4)地区公民館分館の耐震補強計画を作
成する場合（昭和56年5月31日以前に建
築された地区公民館分館に係る耐震補
強計画であること）　耐震補強計画の
作成に要する費用の3分の2以内の額15
万円を限度
(5)地区公民館分館を耐震補強する場合
工事費の3分の2以内の額100万円を限度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　
(6)社会教育関係団体が社会教育活動施
設を新築又は全部を改築する場合 工事
費の全部。ただし、80万円を限度

(1)「地区公民館分館」　単一の町内
会若しくは自治会又は複数の町内会
等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2)「社会教育活動施設」　社会教育
法第42条の規定に基づき、かつ、法
第20条に規定する事業を主な目的と
する施設

無 https://www.city
.tonami.lg.jp/se
rvice/2535p/

砺波市地区公民館
分館及び社会教育
活動施設建設補助
金交付要綱　　　　

https://www.city.tonami.lg.jp/service/2535p/

